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も っ と 知 り た い

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

支
援
交
付
金
申
請
受
付
中
！

６
月
６
日
日
～
12
日
土
は

危
険
物
安
全
週
間

三
世
代
近
居
等

定
住
促
進
補
助
金
を
受
け
る
方
へ

毎
月
19
日
は

『
食
育
の
日
』、

６
月
は『
食
育
月
間
』

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア（
個
人
・
団

体
）や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
が
町
内
で

行
う
事
業
に
対
し
て
、
最
大

10
万
円
を
交
付
し
ま
す
。

●
対
象

　

総
合
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー（
な
な
い
ろ
）に
登
録
し
て

い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア（
個
人
・

団
体
）、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

●
対
象
に
な
る
活
動

事
故
ゼ
ロ
へ　
ト
ラ
イ
重
ね
る 

　
ワ
ン
チ
ー
ム 

　
事
業
所
で
の
自
主
保
安
体
制

の
確
立
を
呼
び
か
け
、
皆
さ
ん

の
危
険
物
に
対
す
る
意
識
の
向

上
と
啓
発
を
図
り
ま
す
。

●
身
近
な
危
険
物

　
ガ
ソ
リ
ン
、
化
粧
品
、
医
療

品
な
ど

●
火
災
予
防
上
の
注
意
事
項

・
危
険
物
の
付
近
で
火
気
を
使

金
利
優
遇
制
度
が
あ
り
ま
す
！ 

　
町
と
独
立
行
政
法
人
住
宅
支

援
機
構
と
の
連
携
に
よ
り
、「
フ

ラ
ッ
ト
35
」の
金
利
が
、
最
初
の

５
年
間
、
０
・
25
％
引
き
下
げ

ら
れ
る
優
遇
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
事
前
相
談
の
際
に
補
助
対
象

に
該
当
し
た
場
合
は
、
町
で「
地

域
連
携
型
利
用
対
象
証
明
書
」

を
発
行
し
ま
す
の
で
、
各
金
融

機
関
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

①
地
域
の
公
共
的
な
課
題
を
解

決
す
る
た
め
の
事
業

②
地
域
の
実
施
団
体
な
ど
に
お

け
る
人
材
の
発
掘
ま
た
は
育

成
に
関
す
る
事
業

③
地
域
情
報
の
収
集
ま
た
は
発

信
に
関
す
る
事
業

④
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
の
強
化

ま
た
は
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
に
関
す
る
事
業　
な
ど

●
対
象
経
費

　
講
師
な
ど
へ
の
謝
金
・
謝
礼
、

消
耗
品
、
燃
料
費
、
印
刷
代
、

郵
便
料
金
、
保
険
料
、
会
場
使

用
料
、
事
務
所
の
賃
借
料
、
備

品
購
入
費
な
ど
に
使
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

●
申
込
み

　

申
請
書
と
必
要
書
類（
事
業

計
画
書
、
収
支
予
算
書
、
規
約

な
ど
団
体
の
概
要
が
わ
か
る
資

料
）を
問
い
合
わ
せ
先
へ

※
申
請
書
は
協
働
推
進
課
、
総

合
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

（
な
な
い
ろ
）で
配
布
ま
た
は

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド

問
協
働
推
進
課　
内
線
２
９
５

（
８
３
）９
７
５
６

kyoudou@
tow

n.
aichi-higashiura.lg.jp

用
し
な
い

・
容
器
は
地
震
な
ど
で
容
易
に

転
倒
、
転
落
し
な
い
よ
う
な

措
置
を
す
る

・
風
通
し
の
よ
い
場
所
で
保
管

す
る

・
蒸
気
の
発
散
を
防
ぐ
た
め
に

ふ
た
は
必
ず
密
栓
す
る

問
知
多
中
部
広
域
事
務
組
合

　
消
防
本
部　
予
防
課

０
５
６
９（
２
１
）１
４
９
１

　
詳
細
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

問
企
画
政
策
課　
内
線
２
９
０

●
食
育
と
は

　
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
を
通
し
て

「
食
に
関
す
る
知
識
」と「
バ
ラ

ン
ス
の
と
れ
た
食
を
選
択
す
る

力
」を
身
に
つ
け
、
健
全
な
食

生
活
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き

る
人
間
を
育
て
る
こ
と
で
す
。

●
食
生
活
を
見
直
そ
う

　
１
人
ひ
と
り
が
自
分
や
家
庭

の
問
題
と
し
て
食
に
関
心
を
持

つ
気
持
ち
を
育
て
る
こ
と
が
大

切
に
な
り
ま
す
。
こ
の
機
会
に

自
分
の
食
生
活
を
見
つ
め
直
す

と
と
も
に
、
食
に
関
す
る
感
謝

の
気
持
ち
や
理
解
を
深
め
て
み

ま
せ
ん
か
。

問
健
康
課

（
８
３
）９
６
７
７
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も っ と 知 り た い

公
益
目
的
通
報
制
度
を

ご
存
じ
で
す
か
？

　
「
東
浦
町
職
員
の
公
正
な
職

務
の
執
行
の
確
保
に
関
す
る
条

例（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
条

例
）」で
は
、
町
民
や
職
員
が
町

の
組
織
内
で
行
わ
れ
て
い
る
法

令
や
公
益
に
違
反
す
る
行
為
を

発
見
し
た
際
に
、
町
や
町
の
外

部
組
織
に
通
報
す
る
た
め
の
手

続
き
と
対
応
方
法
、
通
報
者
の

保
護
な
ど
を
定
め
た
公
益
目
的

通
報
制
度
を
定
め
て
い
ま
す
。

●
公
益
目
的
通
報
と
は
？

　
職
員
や
町
の
業
務
を
受
託
し

て
い
る
事
業
者
・
指
定
管
理
者

項
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

・
申
出
の
趣
旨
お
よ
び
理
由

・
申
出
の
年
月
日

・
申
出
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所

●
ど
ん
な
こ
と
で
も

　
通
報
で
き
る
の
？

　
職
員
、町
の
業
務
を
受
託
し
て

い
る
事
業
者
、指
定
管
理
者
の
職

務
に
関
す
る
法
令
や
公
益
に
反

す
る
行
為
な
ど
の
不
正
な
行
為

を
行
っ
て
い
る
事
実
を
見
つ
け
た

と
き
に
通
報
で
き
ま
す
。た
だ
し
、

次
の
よ
う
な
場
合
な
ど
は
公
益

目
的
通
報
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

・
職
員
の
態
度
が
悪
い
、
服
装

が
派
手
だ
。　

→
そ
の
職
員
の
所
属
長
が
対
応

し
ま
す
。

・
要
望
を
出
し
て
も
な
か
な
か

や
っ
て
も
ら
え
な
い
、
対
応

が
遅
い
、
町
の
制
度
に
不
備

が
あ
る
。

→
町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
意
見

や
要
望
は
、
各
担
当
課
、
町

内
各
公
共
施
設
に
あ
る
提
言

箱
お
よ
び
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
受
け
付
け
ま
す
。

●
匿
名
で
は
通
報
で
き
な
い
の
？

　
ひ
ぼ
う
中
傷
や
他
人
に
故
意

に
損
害
を
与
え
る
通
報
を
防
止

す
る
た
め
、
実
名
に
よ
る
通
報

を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
正
確

な
根
拠
を
示
す
資
料
な
ど
が
あ

る
場
合
は
、
匿
名
で
の
通
報
も

可
能
で
す
。

●
通
報
先

・
外
部
窓
口（
外
部
監
察
員
）

　
荻
須
総
合
法
律
事
務
所

　
荻
須　
茂
生
弁
護
士

０
５
６
９（
２
５
）０
６
０
７

０
５
６
９（
２
５
）０
６
０
８

〒
４
７
５-

０
９
２
２

　
半
田
市
昭
和
町
１-

３

　
森
半
田
ビ
ル　
３
階

・
内
部
窓
口

　
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
委
員
会

　
事
務
局（
秘
書
人
事
課
内
）

　
内
線
２
２
１

（
８
３
）９
７
５
６

hishojinji@
tow

n.
aichi-higashiura.lg.jp

〒
４
７
０-

２
１
９
２

　
（
住
所
不
要
）

問
秘
書
人
事
課　
内
線
２
２
１

な
ど
が
不
正
な
行
為
を
行
っ
て

い
る
場
合
に
、
そ
れ
を
通
報
で

き
る
制
度
で
す
。

●
ど
の
よ
う
に
通
報
す
る
の
？

　
通
報
方
法
は

①
原
則
実
名
で

②
外
部
監
察
員（
地
方
公
共
団

体
に
お
け
る
法
令
の
遵
守
に

関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る

弁
護
士
）ま
た
は
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
委
員
会（
町
の
内

部
組
織
）の
ど
ち
ら
か
に
通

報
し
ま
す
。
書
面（
様
式
不

問
）ま
た
は
口
頭
で
次
の
事

ぶ
ど
う
畑
の

自
然
色
ネ
ッ
ト
購
入
補
助
金

　
東
浦
町
の
特
徴
的
な
景
観
の

１
つ
で
あ
る
ぶ
ど
う
畑
の
景
観

に
配
慮
し
た
自
然
色
ネ
ッ
ト
を

設
置
す
る
ぶ
ど
う
生
産
者
に
対

し
、
購
入
費
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。

※
自
然
色
ネ
ッ
ト
…
黒
や
茶
色

ど
う
畑
に
設
置
す
る
方

②
自
然
色
ネ
ッ
ト
を
新
品
で
購

入
す
る
方

※
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
、
フ
リ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
に
よ
る
購

入
を
除
く

●
補
助
対
象
経
費

　
購
入
費
用
の
う
ち
、
実
際
に

自
然
色
ネ
ッ
ト
を
設
置
し
た
面

積
分
に
か
か
る
も
の

●
補
助
金
額

な
ど
の
周
辺
の
景
観
に
馴
染

む
色
彩
で
、防
風
、目
隠
し
な

ど
の
た
め
に
ぶ
ど
う
の
生
産

に
使
用
す
る
ネ
ッ
ト

●
対
象

　
①
と
②
に
該
当
す
る
方

①
自
然
色
ネ
ッ
ト
を
町
内
の
ぶ

　
補
助
対
象
経
費
の
２
分
の
１

（
上
限
３
万
円
）

●
補
助
金
の
交
付

　
同
一
年
度
で
１
世
帯
・
一
体

と
な
っ
て
ぶ
ど
う
を
生
産
し
て

い
る
と
町
長
が
認
め
る
、
ぶ
ど

う
畑
に
つ
き
１
回
限
り

●
そ
の
他

・
予
算
額
が
無
く
な
り
次
第
終
了

・
令
和
３
年
度
分
は
令
和
４
年

３
月
15
日
ま
で
に
設
置
が
完

了
す
る
も
の
が
対
象

●
申
込
み

　
事
前
に
問
い
合
わ
せ
先
へ
相

談
し
、
必
要
書
類
を
問
い
合
わ

せ
先
へ

※
申
請
は
必
ず
自
然
色
ネ
ッ
ト

を
購
入
す
る
前
に
行
う
こ
と

※
申
請
書
な
ど
は
都
市
計
画
課

で
配
布
ま
た
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

問
都
市
計
画
課　
内
線
３
３
４
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６
月
中
に
児
童
手
当

「
現
況
届
」の
提
出
を
！

　

児
童
手
当
の
受
給
者
は「
現

況
届
」を
提
出
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
案
内
文
を
６
月
上
旬

に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
届
か
な

い
場
合
は
児
童
課
へ
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。
公
務
員
の
方
は
、

職
場
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
感
染
症
予
防
の
た
め
、
郵

送
ま
た
は「
ぴ
っ
た
り
サ
ー
ビ

ス
」で
の
提
出
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

■
現
況
届
と
は

　
前
年
の
所
得
の
状
況
と
６
月

１
日
現
在
の
児
童
の
養
育
状
況

な
ど
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の

で
す
。
現
況
届
の
提
出
が
な
い

と
、
６
月
分
以
降
の
手
当
が
受

給
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

■
児
童
手
当
制
度
概
要

　
家
庭
な
ど
に
お
け
る
生
活
の

安
定
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、

次
代
の
社
会
を
担
う
児
童
の
健

や
か
な
成
長
に
資
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

●
対
象　
町
内
在
住
で
、
中
学

３
年
生（
15
歳
に
な
っ
た
後
の

最
初
の
３
月
31
日
）ま
で
の
児

※
扶
養
親
族
な
ど
の
数
が
５
人

以
上
の
場
合
の
限
度
額
は
、

１
人
に
つ
き
38
万
円
が
加
算

さ
れ
た
額

●
支
給
日

　
児
童
手
当
は
、
原
則
、
申
請

し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
出
生
日
や

転
出
予
定
日（
異
動
日
）が
月
末

に
近
い
場
合
、
申
請
が
翌
月
に

な
っ
て
も
異
動
日
の
翌
日
か
ら

15
日
以
内
の
申
請
で
あ
れ
ば
、

申
請
月
か
ら
支
給
し
ま
す
。
申

請
が
遅
れ
る
と
、
遅
れ
た
月
分

の
手
当
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
寄
付

　
児
童
手
当
の
全
部
ま
た
は
一

部
の
支
給
を
受
け
ず
に
、
本
町

に
寄
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

詳
細
は
問
い
合
わ
せ
先
へ

■
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

使
っ
た
電
子
申
請
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
！

●
申
請
期
限　
６
月
30
日
水▢

●
必
要
な
も
の

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

・
パ
ソ
コ
ン

・
IC
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
対
応
の
も

の
）

※
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
あ
い
ち

電
子
申
請
・
届
出
シ
ス
テ
ム

の
利
用
者
登
録
が
必
要

■
共
通
項
目

問
児
童
課　
内
線
１
４
５

童
を
養
育
し
て
い
る
方

●
申
請
が
必
要
な
方

①
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
方

②
他
の
市
区
町
村
か
ら
転
入
し

た
方

③
養
育
し
て
い
る
子
ど
も
の
住

所
が
変
わ
っ
た
方

④
公
務
員
に
な
っ
た
方
、
公
務

員
で
な
く
な
っ
た
方

●
支
給
額

※
第
１
子
、
第
２
子
の
数
え
方

は
18
歳
に
達
し
た
後
、
最
初

の
３
月
31
日
を
迎
え
て
い
な

い
年
齢
ま
で
の
児
童
の
人
数

を
、
年
齢
が
上
の
児
童
か
ら

順
に
数
え
ま
す
。

●
所
得
制
限

　
所
得
制
限
を
超
え
た
方
で
も

特
例
給
付
と
し
て
、
児
童
１
人

に
つ
き
一
律
５
０
０
０
円（
月

額
）の
支
給
が
あ
り
ま
す
。

子
育
て
世
帯
生
活

支
援
特
別
給
付
金

　
ひ
と
り
親
世
帯
の
支
援
の
た

め
、
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特

別
給
付
金（
ひ
と
り
親
世
帯
分
）

を
支
給
し
ま
す
。

●
対
象

①
令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
受
給
者
の
方【
支
給
済
み
】

②
公
的
年
金
給
付
等
を
受
給
し

て
お
り
、
令
和
３
年
４
月
分

の
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を

受
け
て
い
な
い
方

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
を
受
け
て
家
計
が

急
変
し
、
収
入
が
児
童
扶
養

手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
と

同
じ
水
準
と
な
っ
て
い
る
方

●
給
付
額　
児
童
１
人
あ
た
り

一
律
５
万
円

●
申
請
方
法　
②
③
の
方
は
令

和
４
年
２
月
28
日
月▢
ま
で
に
問

い
合
わ
せ
先
へ

※
①
の
方
は
支
給
済
み
の
た
め

手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

問
児
童
課

　
内
線
１
４
０

中
学
生

３
歳
～

小
学
生

３
歳
未
満

児
童
の

年
齢

１
万
円

１
万
円

（
第
３
子
以
降
は

１
万
５
０
０
０
円
）

１
万
５
０
０
０
円

支
給
額（
月
額
／
人
）

４
人
３
人
２
人
１
人
０
人

扶
養
親
族

な
ど
の
数

７
７
４
万
円

７
３
６
万
円

６
９
８
万
円

６
６
０
万
円

６
２
２
万
円

限
度
額

令
和
４
年

２
月
10
日
木▢

10
月
８
日
金▢

６
月
10
日
木▢

支
給
日

10
月
～

令
和
４
年
１
月

（
４
か
月
分
）

６
月
～
９
月

（
４
か
月
分
）

２
月
～
５
月

（
４
か
月
分
）

内　
訳

↑
ぴったり
サービス
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も っ と 知 り た い

夏
休
み
期
間
中
の

石
浜
西
児
童
ク
ラ
ブ
加
入
希
望
者
募
集

●
対
象

　
小
学
１
～
６
年
生
で
、
保
護

者
な
ど
が
就
労
に
よ
り
、
昼
間

留
守
と
な
る
家
庭
の
児
童

●
対
象
期
間　
７
月
20
日
火▢
終

業
式
後
～
８
月
31
日
火▢

加
入
の
可
否
を
決
定

・
定
員
の
都
合
上
、
審
査
結
果

に
よ
り
加
入
で
き
な
い
場
合

な
ど
あ
り

●
申
込
み

　
６
月
21
日
月▢
～
26
日
土▢
の
午

前
９
時
30
分
～
午
後
５
時
に
申

込
書
を
問
い
合
わ
せ
先
へ

※
申
込
書
は
６
月
14
日
月▢
～
19

日
土▢
の
午
前
９
時
30
分
～
午

●
ク
ラ
ブ
費

　
月
額
１
万
円（
８
月
分
）

※
７
月
20
日
以
降
に
加
入
す
る

場
合
、７
月
分
は
３
０
０
０
円

●
そ
の
他

・
申
し
込
み
受
付
後
に
審
査
し
、

後
５
時
に
石
浜
西
児
童
館
で

配
布

※
正
午
～
午
後
１
時
は
受
付
不
可

※
午
後
５
時
以
降
の
受
付
を
希

望
す
る
方
は
問
い
合
わ
せ
先

へ
●
注
意　
申
込
書
配
布
期
間
お

よ
び
受
付
期
間
を
過
ぎ
た
場
合

は
配
布
お
よ
び
受
付
不
可

●
石
浜
西
児
童
ク
ラ
ブ
以
外
の

児
童
ク
ラ
ブ
の
募
集

　
す
で
に
定
員
に
達
し
て
い
る

た
め
、
夏
休
み
期
間
中
の
募
集

は
行
い
ま
せ
ん
。
ご
不
便
を
お

か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
・
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
石
浜
西
児
童
館

（
８
４
）３
２
２
２

６
月
５
日
は

「
環
境
の
日
」

６
月
は「
環
境
月
間
」

　
普
段
の
生
活
で
、
省
エ
ネ
機

器
へ
の
買
い
替
え
を
行
う
、
節

電
に
心
掛
け
る
な
ど
、
私
た
ち

１
人
ひ
と
り
で
も
環
境
に
や
さ

し
い
行
動
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

自
ら
の
生
活
・
行
動
を
見
直
し
、

生
物
多
様
性
の
保
全
と
持
続
可

能
な
社
会
作
り
に
つ
な
げ
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

問
環
境
課　
内
線
２
８
２

園
芸
を
楽
し
ん
で
い
る
方
へ

雑
草
の
刈
り
取
り
や
樹
木
の
せ
ん
定
、

竹
林
の
管
理
を
定
期
的
に
！

　
自
宅
の
庭
や
家
庭
菜
園
な
ど

で
園
芸
を
行
っ
て
い
る
と
、
気

づ
か
ぬ
う
ち
に
周
囲
に
迷
惑
を

か
け
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

次
の
点
に
注
意
し
て
、
園
芸
を

楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

●
自
宅
の
庭
な
ど

・
日
頃
か
ら
雑
草
、害
虫
対
策
は

こ
ま
め
に
行
い
、除
草
剤
や
農

薬
に
頼
ら
な
い
方
法
を
考
え
る

・
牛
ふ
ん
、
鶏
ふ
ん
な
ど
の
臭

い
が
発
生
す
る
肥
料
は
、
覆

土
や
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
を
か

ぶ
せ
る
な
ど
、
臭
い
を
抑
え

る
方
法
を
と
る

　
土
地
の
管
理
を
適
切
に
行
う

の
は
所
有
者
、
管
理
者
の
責
務

で
す
。
特
に
空
き
地
は
す
ぐ
に

雑
草
が
茂
り
、
蚊
や
毛
虫
、
カ

メ
ム
シ
な
ど
の
害
虫
が
発
生
す

る
ほ
か
、
道
路
の
見
通
し
が
悪

く
な
る
こ
と
で
、
交
通
事
故
を

誘
発
す
る
原
因
に
も
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
雑
草
が
茂
っ
て
い
る

土
地
で
は
、
ご
み
の
不
法
投
棄

が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

不
法
投
棄
さ
れ
た
場
合
、
土
地

の
所
有
者
は
、
不
法
投
棄
ご
み

の
処
理
を
ご
自
身
で
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

・
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
集
合
住
宅

の
場
合
、ベ
ラ
ン
ダ
に
置
い
て
あ

る
プ
ラ
ン
タ
ー
の
泥
水
で
排
水

管
を
詰
ま
ら
な
い
よ
う
に
す
る

●
家
庭
菜
園

・
抜
い
た
雑
草
や
ご
み
は
、
燃

や
さ
ず
に
町
指
定
の
ご
み
袋

に
入
れ「
も
え
る
ご
み
」と
し

て
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョン
に
出
す

・
早
朝
は
、
草
刈
機
や
農
業
機

械
な
ど
を
使
用
し
た
音
の
発

生
す
る
作
業
は
避
け
、
周
辺

の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
に

作
業
す
る

問
環
境
課　
内
線
２
８
２

　
定
期
的
に
土
地
の
状
況
を
確

認
し
、
自
身
で
刈
り
取
る
か
、

事
業
者
に
委
託
し
て
適
正
な
管

理
を
し
ま
し
ょ
う
。
雑
草
だ
け

で
は
な
く
、
各
家
庭
の
庭
木
や

竹
林
を
持
っ
て
い
る
方
は
、
道

路
や
隣
地
に
は
み
出
し
て
い
る

場
合
、
せ
ん
定
や
伐
採
を
行
う

な
ど
他
の
人
の
迷
惑
防
止
や
事

故
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、

清
潔
で
快
適
な
町
に
な
る
よ
う

環
境
美
化
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

問
環
境
課　
内
線
２
８
２


